
ZACROS ・ 白沢 ・ 利根

◎　遵守事項

1 施設設備の安全を保持すること。

2 学校敷地内（駐車場を含む）では喫煙及び火気の使用はしないこと。

3 使用後の整理整頓及び清掃は、使用者が責任をもって行うこと。

4 施設設備の破損、紛失については申請者が責任をもって届け出し、補償すること。

5 学校体育施設使用中の事故については申請者及び使用者の責任において処理し、沼田市教育

委員会及び当該学校等に一切迷惑をかけないこと。

6 使用許可時間を遵守すること。

7 その他指示事項を遵守すること。

8 使用登録書記載事項を遵守しない場合は、使用許可を取り消すことがあります。

※　この申請書により得た個人情報は、学校体育施設一般開放事業に関する業務についてのみ使用

　し、それ以外での使用や他への提供は行いません。

※太枠内のみ記入
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　沼田市立学校体育施設の使用団体として登録したいので、許可くださるよう申請いたします。

なお、使用にあたっては下記事項を遵守いたします。

記

沼田市教育委員会教育長　様
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代表者
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